
大山町移住体験施設整備事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、大山町移住体験施設整備事業補助金（以下「本補助金」という。）

の交付について、大山町補助金等交付規則(平成 17年大山町規則第 46号。以下「規

則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。  

（目的） 

第 2条 本補助金は、大山町内の移住体験施設の確保対策として空き施設の整備を行い、

移住体験施設として活用する事業者に対し、整備費用を補助することにより、町内空き

施設の有効活用及び移住交流の促進に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（1）空き施設 大山町内に存在する、事業又は居住の用に供されていない事業所、住宅

等（近く利用する者がいなくなる予定のものを含む）であって、交付決定日以降に改修

等に着手するものをいう。 

（2）移住体験施設 町外に居住し、移住体験施設利用を希望する者から宿泊料を徴収し、

宿泊させるための施設をいう。 

（補助金の対象者） 

第 4条 本補助金の対象者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる要件を全

て満たすものとする。 

（1）個人事業又は法人の代表者であること。 

（2）補助事業に係る経費を負担する者であること。 

（3）空き施設を旅館業法（昭和 23年法律第 138号）第 2条に基づき宿泊料を受けて宿泊

させる施設として、交付決定のあった年度の 2月末までに整備し、活用すること。 

（4）本補助金の申請内容に基づき、5年以上継続して営業することが見込まれること。  

（5）中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第31条第1項の規定に基づく認定を

受けた認定経営革新等支援機関から、事業の実施に関し必要な指導及び助言を受けて

いること。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は補助対象者としない。 

  (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以

下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密

接につながりのあると認められる者 

(2) 法人においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定

する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につ

ながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)



と認められる者 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条

に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者 

(4) 過去に本補助金若しくは類似する町の補助金の交付を受けて事業を開始した者 

(5) その他町長が不適と認める者 

（補助対象事業） 

第 5条 本補助金の対象となる事業は、補助対象者が空き施設を整備して移住体験施設と

して活用する事業とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は補助対象としない。 

（1）政治活動又は宗教活動に関係する事業 

（2）風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第 2条

に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業に該当する事業 

（3）既に町内に事業所を有する者が当該事業所を空けて、移転して行う事業 

（4）当該空き施設を店舗兼住宅として改修する事業 

（5）旅館業法及び消防法（昭和 23年法律第 186号）その他関係法令に反する事業 

（6）その他町長が不適と認める事業 

（補助金の対象経費及び金額） 

第 6条 本補助金の額は別表の第 1欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の

額に、同表第 2欄に掲げる率を乗じて得た額とする。（千円未満の額は切り捨てる。ま

た、同表第 3欄に掲げる額を限度とする。） 

（事前協議） 

第 7条 本補助金の交付を受けようとする者は、次条の交付申請に当たり大山町移住体験

施設整備事業補助金事前協議書（様式第 1号。以下「事前協議書」という。）に、次の

各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（1）当該空き施設に係る土地及び建物の全部事項証明書 

（2）空き施設の位置図及び改修箇所の現況写真 

（3）改修前後の図面及び見積書 

（4）工程表 

（5）法人にあっては当該法人の履歴事項全部証明書 

2 町長は、前項の規定による事前協議書の内容を審査し、承諾の可否を決定する。 

3 前項の承諾の可否については、大山町移住体験施設整備事業補助金事前協議承諾（不

承諾）通知書（様式第 2号）により通知するものとする。 

4 町長は、前項の規定により承諾を行う場合は、必要な条件を付すことができる。 

（補助金の申請） 

第 8条 本補助金の交付を受けようとする者は、大山町移住体験施設整備事業補助金交付

申請書（様式第 3号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければなら



ない。 

 （1）事業説明書（様式第 4号） 

 （2）収支予算書（様式第 5号） 

 （3）大山町移住体験施設整備事業補助金申請に関する確認書（様式第 6号） 

 （4）直近 3期分の決算書 

 （5）納税確認同意書（様式第 7号） 

 （6）誓約書（様式第 8号） 

 （7）その他町長が特に必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第 9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、大山町移住体験施設事

業審査会の意見を聴いて、補助金交付の可否及びその額を決定する。 

2 前項の決定については、大山町移住体験施設事業補助金交付（不交付）決定通知書（様

式第 9号。以下「決定通知」という。）により、申請者に通知するものとする。 

（補助対象事業の変更等） 

第 10条 前条の規定による決定通知を受けた補助事業者は、補助対象事業の内容を変更

し、又は中止しようとするときは、大山町移住体験施設整備事業補助金計画変更承認申

請書（様式第 10号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 町長は、前項の規定による計画変更承認申請書の提出があったときは、速やかに審査し、

補助金の交付決定額を変更する場合は大山町移住体験施設整備事業補助金交付決定変更

承認通知書（様式第 11号）により、補助金の交付決定額を変更しない場合は大山町移住

体験施設整備事業補助金計画変更承認決定通知書（様式第 12号）により、補助事業者に

通知するものとする。 

（実績報告） 

第 11条 決定通知を受けた補助事業者は、補助事業完了日から 30日を経過した日又は当

該年度の 3月末日のいずれか早い日までに、大山町移住体験施設整備事業補助金実績報

告書（様式第 13号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければなら

ない。 

（1）収支決算書（様式第 14号） 

（2）補助対象事業に係る領収書 

（3）補助対象事業の内訳書 

（4）工事完了後の写真 

（5）空き施設に係る売買契約又は賃貸借契約等を行う場合にあっては、当該契約書の写

し 

（6）事業に要する許認可等を取得したことがわかるものの写し 

（7）その他町長が特に必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 



第12条 町長は、前条の規定により報告された書類等の審査について、必要に応じて実地

調査等を行い、その報告に係る事業内容が補助金の交付決定の内容と適合すると認めた

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、大山町移住体験施設整備事業補助金額確定通

知書（様式第15号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに大山町移住体験施設

整備事業補助金交付請求書（様式第16号）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第14条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正である

と認めた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。 

（概算払い） 

第15条 補助事業者は、概算払いによる本補助金の支払を希望する場合、交付決定額の全

額を概算払い請求できるものとし、規則第22条第2項の規定により請求するものとす

る。 

2 町長は、前項の規定による概算払いについて、補助対象経費が適正に支出されている

と認められ、概算払額と実績額との間に過不足がある場合は、補助金の過払額の返還の

請求又は不足額の支払を行うものとする。 

（交付決定の取消） 

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （1）補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき 

 （2）補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助事業者が事業撤退したとき 

ただし、町長が認める事由によるものであればこの限りでない。 

 （3）規則及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき 

 （4）補助事業の遂行ができないとき 

（補助金の返還等） 

第17条 町長は前条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることがで

きる。 

(事業完了後の定期報告) 

第18条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該完了年度の翌年度から起算して5年間、

大山町移住体験施設整備事業定期報告書(様式第17号)により毎年度1回、町長へ報告し

なければならない。 

2 町長は、補助事業者が前項の報告を怠ったときは、期限を定めて既に交付した補助金

の返還を求めることができるものとする。 

(書類の整備等) 



第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出等についての帳簿並びに証拠書

類を整備し、当該事業完了後5年間、当該書類を保管しておかなければならない。 

(財産の管理) 

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等についての台

帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。 

(その他) 

第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

2 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置

に関する条例（平成25年大山町条例第31号）を適用する。 

 

 

  附 則 

 この要綱は令和5年4月1日より施行する。  



別表（第6条関係） 

1 補助対象経費 2 補助率 3 限度額 

大山町内の空き施設を整備して移

住体験施設として活用するための

施設改修費、設備導入費、備品購

入費、広告宣伝費 

（いずれも営業開始までの準備経

費のみ対象。） 

1/2 500万円 

  


